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１ 実施結果 
（１）意見募集期間  

平成２８年１０月１４日（金）から１１月２日（水）まで 
（２）周知方法等 

・ホームページへの掲載 
・チラシの配架（県庁県民課、各総合事務所地域振興局、日野振興センター日野振興局、

東部・八頭庁舎、県立図書館、市町村役場） 
・新聞広告の掲載 

（３）受付意見数  ３件 
 
２ 意見の概要及び対応方針 
（１）意見募集フォームからの意見 

意 見 対 応 

県民が歴史的公文書を保管する義務を

負わされるのには反対。必要があれば行政

が税金で保管すればよい。県民は県又は市

町村に引き渡す努力義務を設ければよい

と考える。 

 本条例は、歴史公文書等の保管を県民に強制

するものではありません。歴史公文書等を保有

しておられる県民の役割として、保有している

歴史公文書等を適切に保存していただくこと、

可能な範囲で公開等の活用を図っていただくこ

とをお願いするものです。 

 また、歴史公文書等をお持ちの県民が自ら保

存することに支障がある場合、県又は市町村に

相談していただきたいと思います。 

県立公文書館が市町村の公文書を保管

することに対しては反対。県と市町村の明

確な役割分担が必要。ただし、市町村が県

にお金を払って、代わりに保管してもらう

のであれば、役割分担論は整理がつく。県

が無料で市町村の仕事を肩代わりするこ

とはおかしい。 

 歴史公文書等は保有主体が保存することを基

本原則として定めることとしています。従って、

災害時等に一時的に保管する等の特別な場合を

除き、県立公文書館が市町村の公文書を保存す

ることはありません。 

 

（２）募集チラシによる意見 

意 見 対 応 

 全ての条文が努力規定になっており、制

定への本気度が伝わってこない。「・・・

なければならない」とすべきである。 

個人が保有する歴史公文書等については、そ

の保存状態や保存環境は様々であり、現状を踏

まえると一様に義務付けすることは難しいと考

えます。今回の条例制定を機に、歴史公文書等

の保存等の重要性についての理解が広がるよう

啓発を行い、安易に廃棄されることなく適切に

保存され、引き継がれるよう、公文書館が中心

となって市町村や県民と協力しながら取組を始

めていこうとするものです。 



（３）文書による意見 

意 見 対 応 

県と市町村が保存に努めるのはもちろ

んだが、自治体史編さん事業等を通して公

文書・家文書の蒐集にも取り組んでいただ

きたい。 

所有する資料の歴史的な意義の判断は

多くの県民には難しく、相談・支援の体制

づくりも必要である。 

この条例は、貴重な歴史公文書等を保有する

主体が適切な保存を行うことを原則として定め

て、そのための県、市町村、県民の連携、協力

を定めようとするものです。県民が所蔵する資

料の相談があれば、県、市町村で連携して対応

していきたいと思います。 

この取組が進むことにより、自治体史編さん

をスムーズに行っていく基盤が整うものと考え

ます。 

資料の活用についてのご提案の趣旨は、今後

の取り組みの中で参考としていきたいと思いま

す。 

 保存という名のもとに貴重な史料が死

蔵されないようにしていただきたい。 

活用のためには、これまで以上に県内外

の研究者の閲覧・利用が簡便になるような

資料整理と利用システムを構築していた

だきたい。 

 利用した研究者の成果を、発表・展示等

で県民に還元する方策を考究していただ

きたい。 

 保存資料の閲覧・公開は厳正に行うこと

は当然であるが、個人情報保護の名のもと

に制限されすぎることがないようにして

いただきたい。 

県が保存する資料については、従来から定め

ている県の保存公文書に対する利用請求に対す

る審査基準に基づき対応することとなります。 

 想定外の災害等のリスクにも備えた保

存管理体制を構築し、併せてデジタル化し

た歴史資料の分散保存（県外も含めて）を

お願いしたい。 

 歴史公文書等の具体的な保存管理体制等につ

いては今後の課題となりますが、ご提案の趣旨

は今後の取り組みの参考とさせていただきたい

と思います。 

 映像資料・音声資料が歴史資料となりつ

つあるが、それらに対応できる資料保存と

再生システムの確立とデジタル化を進め

ていただきたい。 

 歴史資料の保存等に関わる公文書館・博

物館・図書館の連携を密にし、市町村の歴

史資料の発掘・保存活動の中心になってほ

しい。 

 ３館の連携をこれまで以上に密にして、市町

村や民間の歴史公文書等の保存及び利用につい

て協力していきたいと考えます。 

博物館・図書館の運営委員会のような第

三者の意見を聴くような組織を公文書館

にも設置することによって、県民の意見を

少しでも反映できるようになるのではな

いかと思う。 

 常設的な運営委員会を設けることは考えてい

ませんが、今回の県立公文書館在り方検討会議

のように、有識者や市町村の意見を聞く検討会

議を必要に応じて設置する等により対応してい

きたいと思います。 

 なお、公文書館の運営についての御意見は、

県民の声などの形で随時受け付けております。 

 


